様式第１号
　　年　　月　　日
枚方寝屋川消防組合　予防部長　様　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

住宅用火災警報器取付け支援申込書兼承諾書

枚方寝屋川消防組合住宅用火災警報器取付け又は取替えの支援マニュアルに基づく住宅用火災警報器（以下「住警器」という。）の取付け又は取替えの支援を受けたいので申し込みます。
なお、下記の承諾事項に同意いたします。

	
	申　請　者　

	住所
	〒

	氏名
	ﾌﾘｶﾞﾅ
	世帯主との関係

	
	　　　　　　　　　　　　　　　
	

	電話番号
	※申請者の自宅又は携帯電話

	設置場所
	設置希望場所と合計数を記入してください。（例）１階居室、２階寝室、２階階段の上部、計３箇所
　　　　　

	住宅の所有状況
	□持家
　
□貸家
	【貸家の場合のみ署名又は記名する。※持家の方は記入不要です。】
この申込みにより、住警器を家屋に取り付けることに承諾します。
　所有者　氏名　　　　　　　　　
住所


※マニュアル第７条及び第８条抜粋
（免責事項）
第７条　取付け支援の実施にあたり、次の各号に掲げる事項については、枚方寝屋川消防組合はその責を負わないものとする。 
(１)　取付け支援を実施した箇所の壁、天井等の軽微な損耗、傷又は穴あき等
(２)　取付け支援を実施した住警器自体の製品上の瑕疵又は故障。
(３)　取付け支援後に発生した火災による損害及び住警器が作動しなかったことによる損害
(４)　賃貸住宅等における、退去時の原状回復費用その他これに類する費用
(５)　その他、消防職員の故意又は重大な過失によらない事由から生じた一切の損害
（承諾事項）
第８条　取付け支援に係る申請者は、次に掲げる事項を承諾した上で申し込むものとする。
(１)　対象世帯であることを確認するため、運転免許証、マイナンバーカード、身体障がい者手帳の提示を求められた場合は、これに応じるものとする。
(２)　賃貸住宅等の所有者又は管理者の承諾が必要な場合は、申請者の責任において予め承諾を得ておくものとする。
(３)　前条に定める免責事項について、異議を申し立てず、損害賠償請求を行わないものとする。

承諾事項










□ 承諾事項に同意します
（裏面あります）


（取付けまでの流れ）


①　消防機関に、当申込書兼承諾書を提出してください。


②　書類の確認後、申請者に対して消防職員から連絡し、取付け支援日時等を決定します。


③　取付け支援日に消防職員が伺い、申請者又は代理人立会いのもと、住警器を取付けいたします。



④　取付け後、取付け及び作動の確認を行い不備がない場合は、「住宅用火災警報器取付け等の支援作業確認書」に署名していただきます。



※　取付けが困難と判断した場合、取付けできない場合があります。
[bookmark: _Hlk172570618]※　取付け訪問に際しては、職員は枚方寝屋川消防組合の消防公務之証を携行しています。
※　機器等は申請者でご用意下さい。取付け作業費のご負担はありません。
※　お伝えした取付け支援日時が変更となる場合はご連絡します。
※　取得した個人情報は、必要な連絡のみに利用させていただくもので、これらの目的以外では利用いたしません。
枚方寝屋川消防組合消防本部　予防部　予防指導課
〒573-1191　枚方市新町１丁目７番11号　２階
　　　　　　　　　　TEL：072-852-9912
　　　　　　　　　　FAX：072-852-9925
　　　　　　　　　　　　　　　E-mail：fd-yobou@hirane119.jp



	受付欄
	経過欄
	取付け支援日時
	担当者
（消防記載欄）

	

	
	年　 月　 日

  時   分 頃
	


【お申込み方法】
・電子メール
・FAX
・郵送
・直接のご持参






取付け作業費は
 無料です





（※　住宅用火災警報器の購入にあっては申請者でお願いします。）



※以下、消防記載欄

